
�愛媛県規則第４号
愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則

愛媛県立農業大学校規則（昭和５８年愛媛県規則第２３号）の

一部を次のように改正する。

第４条の見出し中「及び学生定員」を「、学生定員及び在

学期間」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 学生は、４年を超えて在学することができない。

第７条の見出し中「授業時間数」を「単位数」に改め、同

条中「授業時間数は、別に定める」を「単位数は、別表第１

の」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 各教科の単位の計算方法は、１単位の教科を３２時間の学

修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授

業の方法に応じ、当該授業の方法による教育効果、授業時

間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとす

る。

� 講義及び演習については、１６時間の授業をもつて１単

位とする。

� 実習については、３２時間の授業をもつて１単位とする

。

第１５条の見出し中「進級」を「単位の修得、進級」に改め

、同条中「学生の」の下に「単位の修得、」を加える。

第２３条第２項中「寄宿舎に入舎するものとする」を「校長

の許可を得て、寄宿舎に入舎することができる」に改める。

第２５条の見出し中「及び学生定員」を「、学生定員及び在

学期間」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 学生は、４年を超えて在学することができない。

第２６条の見出し中「授業時間数」を「単位数」に改め、同

条中「授業時間数は、別に定める」を「単位数は、別表第２

の」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 各教科の単位の計算方法は、１単位の教科を３２時間の学

修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授

業の方法に応じ、当該授業の方法による教育効果、授業時

間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとす

る。

� 講義及び演習については、１６時間の授業をもつて１単

位とする。

� 実習については、３２時間の授業をもつて１単位とする

。

附則の次に別表として次の２表を加える。

別表第１（第７条関係）

科 目 種類
単位数 卒業に必

要な単位
数必修 選択

教養科目 暮らしと経済（

環境）
講義 ２

必修科目

６４単位（

野菜複合

コースに

ついては

野菜栽培

各論又は

作物栽培

各論のい

ずれかを

、花き複

合コース

について

は花き栽

培各論又

は作物栽

培各論の

いずれか

を選択す

ること。

暮らしと法律 講義 １

実用外国語� 講義 ２

実用外国語� 講義 ２

体育� 演習 １

体育� 演習 １

専門科目 農業経営 講義 ２

農業簿記 講義 ２

農業簿記演習 演習 １

農業経営分析・

設計
講義 １

環境保全と農業 講義 ２

農産物流通とマ

ーケティング
講義 ２

農業概論 講義 ３

病害虫と防除計

画�
講義 ２

土壌肥料概論 講義 ２

農業気象 講義 １
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情報処理� 演習 ２ ）及び選

択科目４４

単位以上

情報処理� 演習 ２

生物工学 演習 ２

農業機械利用� 演習 ３

農業機械利用� 演習 ３

農業政策と行政 講義 ２

農村社会 講義 ２

体験学習� 実習 ５

体験学習� 実習 ５

専 野菜

複合

コー

ス

植物育種 講義 ２

攻 植物生理 講義 ２

科 土壌・植物調査

法
講義 １

目

野菜栽培概論 講義 ２

作物栽培概論 講義 １

土壌と肥料設計 講義 ２

病害虫と防除計

画�
講義 ２

施設園芸概論 講義 ２

野菜栽培各論 講義 ３

作物栽培各論 講義 ３

農畜産物加工 講義 １

農産物流通 講義 １

野菜生産・経営

実習�
実習 １９

野菜生産・経営

実習�
実習 ２０

先進事例研修 演習 ４

卒業論文 演習 ３

花き

複合

コー

ス

植物育種 講義 ２

植物生理 講義 ２

土壌・植物調査

法
講義 １

花き栽培概論 講義 ２

作物栽培概論 講義 １

土壌と肥料設計 講義 ２

病害虫と防除計

画�
講義 ２

施設園芸概論 講義 ２

花き栽培各論 講義 ３

作物栽培各論 講義 ３

農畜産物加工 講義 １

農産物流通 講義 １

花き生産・経営

実習�
実習 １９

花き生産・経営

実習�
実習 ２０

先進事例研修 演習 ４

卒業論文 演習 ３

果樹

コー

ス

植物育種 講義 ２

植物生理 講義 ２

土壌・植物調査

法
講義 １

果樹栽培概論 講義 ２

土壌と肥料設計 講義 ２

病害虫と防除計

画�
講義 ２

施設園芸概論 講義 ２

果樹栽培各論 講義 ３

柑橘論 講義 １

農畜産物加工 講義 １

果樹流通 講義 １

果樹生産・経営

実習�
実習 １９

果樹生産・経営

実習�
実習 ２０

先進事例研修 演習 ４

卒業論文 演習 ３

畜産

コー

ス

家畜解剖 講義 ２

飼料栄養� 講義 １

飼料栄養� 講義 ２

家畜育種と繁殖 講義 ２

家畜生理 講義 ２

畜産経営 講義 ２

家畜衛生 講義 ２

環境保全と糞尿

処理
講義 １

家畜飼養管理� 講義 １

家畜飼養管理� 講義 ３

農畜産物加工 講義 １

家畜飼養・経営

実習�
実習 １９

家畜飼養・経営

実習�
実習 ２０

先進事例研修 演習 ４

卒業論文 演習 ３

別表第２（第２６条関係）

科 目 種類
単位数 卒業に必

要な単位
数必修 選択

一般教養

科目

英語 講義 ３ 必修科目

６５単位及

び選択科

目４１単位

以上

数学 講義 ２

化学 講義 ２

法学 講義 ２

経済学 講義 ２

人間の発達と教

育
講義 ２

専門科目 農政学 講義 ２

農業経済学 講義 ２

農業経営学 講義 ２

情報処理論� 演習 ２

情報処理論� 演習 ２

畜産学 講義 ２

作物学 講義 ２

園芸学 講義 ２

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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告 示

農業土木 講義 ２

生物化学 講義 ２

農畜産物加工論 講義 ２

リーダーシップ

論
講義 ２

マーケティング

論
講義 ２

法人経営学 講義 ２

応用生物工学 演習 ２

農業機械施設学 演習 ２

先進農家セミナ

ー（特別講義）
講義 ６

アグリビジネス

体験実習
実習 １０

専 栽培

育種

コー

ス

植物栄養学 講義 ２

攻 流通技術 講義 ２

科 植物病理学 講義 ２

目 土壌肥料学 講義 ２

応用昆虫学 講義 ２

生産システム学

�
講義 ２

生産システム学

�
講義 ３

栽培育種専攻実

習�
実習 ２０

栽培育種専攻実

習�
実習 １７

卒業論文 演習 ３

環境

・流

通コ

ース

植物栄養学 講義 ２

流通技術 講義 ２

植物病理学 講義 ２

土壌肥料学 講義 ２

応用昆虫学 講義 ２

生産システム学

�
講義 ２

生産システム学

�
講義 ３

環境・流通専攻

実習�
実習 ２０

環境・流通専攻

実習�
実習 １７

卒業論文 演習 ３

家畜

管理

コー

ス

家畜育種学� 講義 １

家畜育種学� 講義 １

家畜繁殖学 講義 ２

家畜衛生学 講義 ２

飼料学� 講義 １

飼料学� 講義 １

家畜栄養学� 講義 １

家畜栄養学� 講義 １

家畜解剖学� 講義 １

家畜解剖学� 講義 １

家畜飼養学� 講義 ２

家畜飼養学� 講義 １

家畜管理専攻実

習�
実習 ２０

家畜管理専攻実

習�
実習 １７

卒業論文 演習 ３

食品

加工

コー

ス

食品製造学 講義 ２

農産物加工学� 講義 ２

農産物加工学� 講義 ２

基礎栄養学 講義 ２

食生活論 講義 １

食品化学 講義 １

微生物基礎 講義 ２

発酵食品学 講義 １

食品貯蔵額 講義 １

食品加工法規 講義 １

食品加工専攻実

習�
実習 ２０

食品加工専攻実

習�
実習 １７

卒業論文 演習 ３

様式第５号中「を修了したことを証する」を「の所定の課

程を修めたので卒業証書を授与し、専門士（農業専門課程）

と称することを認める。」に改める。

附 則

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

様式第５号の改正規定は、公布の日から施行する。

２ 愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則（平成１７

年愛媛県規則第２２号）による改正前の愛媛県立農業大学校

規則第１章、第２章及び第４章の規定による養成部門及び

専攻科は、改正後の愛媛県立農業大学校規則第１章から第

３章までの規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該部

門又は科に在学する者が当該部門又は科に在学しなくなる

日までの間、なお従前の例により存続するものとする。

�愛媛県告示第３５４号
地方拠点都市地域の指定（平成５年２月愛媛県告示第２３３

号）の一部を次のように改正する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２を次のように改める。

２ 地方拠点都市地域として指定する市町の区域

八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡内子町及び西宇和郡

伊方町の区域

�������
�愛媛県告示第３５５号
愛媛県情報公開条例第３４条第１項の規定による知事が定め

る法人の指定（平成１３年１２月愛媛県告示第２０１２号）の一部を

次のように改正する。

平成１８年３月１４日

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

第９号を第１５号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 愛媛県信用保証協会

第８号を第１４号とし、第７号を第１３号とし、第６号を第９

号とし、同号の次に次の３号を加える。

� 財団法人愛媛の森林基金

� 財団法人愛媛県水産振興基金

� 財団法人愛媛県栽培漁業基金

第５号を第８号とし、第４号の次に次の３号を加える。

� 財団法人愛媛県廃棄物処理センター

� 財団法人伊方原子力広報センター

� 財団法人えひめ産業振興財団

�愛媛県告示第３５６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、東温市下林地域に係る県営土地改良事業計画を定め

たので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良

事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・八幡新池地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年３月１５日から４月１２日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�愛媛県告示第３５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオン新居浜ショッピ
ングセンター

新居浜市前田町８番
８号

大規模小売店舗において小
売業を行う者

イオン株式会社ほ
か４３社

イオン株式会社ほ
か４１社

平成１７年
５月３１日
ほか

平成１８年
２月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

	 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人社団
久和会立花病院

新居浜市喜光地町一丁
目１３番２９号

医療法人社団
久和会

平成２１年
３月９日
まで
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�愛媛県告示第３６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市神郷一丁目１１３２番２地先から

同市郷三丁目１０４７番１まで

旧 ７．２～２０．７ ０．１１８

新 １４．９～２９．５ ０．１１８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上怒和元怒和線
松山市上怒和乙６７４番３から

同市上怒和乙６７８番１地先まで

旧 １５．０～２４．５ ０．０４７

新 ２０．０～３１．０ ０．０４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上怒和元怒和線
松山市上怒和乙６７４番３から

同市上怒和乙６７８番１地先まで
平成１８年３月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡久万高原町七鳥２５５０番地先から

同町七鳥２５４９番２まで

旧 １３．０～２７．０ ０．０３１

新 １３．０～３６．２ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
上浮穴郡久万高原町七鳥２５５０番地先から

同町七鳥２５４９番２まで
平成１８年３月１４日

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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�愛媛県告示第３６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山字河内乙６４２番２から

同市喜多山字中組丁３５３番３まで
平成１８年３月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４９１番１地
先から

同町深浦字ムカイ１番耕地３９番５地先まで

旧 ４．０～ ７．８ ０．２６５

新 ４．０～ ７．８
１３．０～４３．０

０．２２２
０．２６５

〃 〃
宇和島市吉田町深浦字ムカイ１番耕地３９番５地先から

同町法花津字小深浦１番耕地１３２番１地先まで

旧 ４．０～２９．０
４．０～２９．０

０．３６７
０．３４６

新 ４．０～２９．０
１２．２～１０５．２

０．３４６
０．２４３

〃 〃

宇和島市吉田町法花津字小深浦１番耕地１３２番１地先
から

同字１番耕地１４１番１地先まで

旧 ６．５～ ７．３
６．８～１６．０

０．０９１
０．１０３

新 ６．５～ ７．３
６．８～２４．０

０．０９１
０．１０１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４９１番１地先から

同町深浦字ムカイ１番耕地３９番５地先まで
平成１８年３月１５日

〃 〃
宇和島市吉田町深浦字ムカイ１番耕地３９番５地先から

同町法花津字小深浦１番耕地１３２番１地先まで
〃

〃 〃
宇和島市吉田町法花津字小深浦１番耕地１３２番１地先から

同字１番耕地１４１番１地先まで
〃

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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�愛媛県告示第３６９号
県営住宅の名称及び位置（平成１３年１０月愛媛県告示第１６４７

号）の一部を次のように改正し、平成１８年４月１日から施行

する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１の表新居浜団地の項及び西条団地の項を削る。

�愛媛県告示第３６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３７０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３

項の規定により告示する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成１７年１１月２５日から平成１８年２月１９日までの間に実施した技能検定

の合格者は、次のとおりである。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中浦西海線 南宇和郡愛南町船越１７４２番２
旧 ６．８～８．０ ０．０２０

新 ９．６～２０．２ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中浦西海線 南宇和郡愛南町船越１７４２番２ 平成１８年３月１４日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
２６号

松山市千舟町八丁目１２８番地１ えひめ中央農業協同組合 松山市北条辻４１０番地
えひめ中央農業協同組合北条中央支所

平成１８年２月２８日

機械保全

特級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械加工（普通旋盤作業）

１級

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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受 検 番 号

Ｄ １

２級

受 検 番 号

Ｄ １

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｄ １ Ｄ ２ Ｄ ３

機械検査（機械検査作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ｂ １

機械保全（機械系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １２ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ４３ Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５８ Ａ甲 ５９ Ａ甲 ６２ Ａ甲 ６５

Ａ甲 ６７ Ａ甲 ６８ Ａ甲 ７７ Ａ甲 ８１ Ｂ １ Ｂ ４ Ｂ ５ Ｂ ６

Ｂ ８ Ｂ １６ Ｂ ２２ Ｂ ２３ Ｂ ２７ Ｂ ２９ Ｂ ３１ Ｃ ２

Ｃ ５ Ｃ １４ Ｃ １５ Ｃ １６ Ｃ １７ Ｃ ２１ Ｃ ２２ Ｃ ２３

Ｃ ２７ Ｃ ３０ Ｃ ３１

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １３ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３７

Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ６２ Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６５ Ａ甲 ６６ Ａ甲 ６７

Ａ甲 ６８ Ａ甲 ６９ Ａ甲 ７０ Ａ甲 ７９ Ａ甲 ８６ Ａ甲 １１０ Ａ甲 １１１ Ａ甲 １１３

Ａ甲 １２５ Ａ甲 １３２ Ａ甲 １３３ Ａ甲 １３５ Ａ甲 １４２ Ａ甲 １４４ Ａ甲 １４９ Ａ甲 １５０

Ａ甲 １５４ Ａ甲 １５５ Ａ甲 １５６ Ａ甲 １５７ Ａ甲 １６９ Ａ甲 １７０ Ａ甲 １７８ Ａ甲 １８０

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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Ａ甲 １９０ Ａ甲 １９２ Ｂ ４ Ｂ ５ Ｂ ８ Ｂ １０ Ｂ １２ Ｂ １４

Ｂ １５ Ｂ ２２ Ｂ ２３ Ｂ ２５ Ｂ ２９ Ｂ ３１ Ｂ ３２ Ｂ ３６

Ｃ １ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ １１ Ｃ １７ Ｃ １８

Ｃ ２２ Ｃ ２３ Ｃ ２５ Ｃ ２７ Ｃ ３２ Ｃ ３５ Ｃ ３７ Ｃ ３８

Ｃ ３９ Ｃ ４５ Ｃ ４６ Ｃ ４８ Ｃ ４９ Ｃ ５０ Ｃ ５１ Ｄ １

Ｄ ２

機械保全（電気系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 １５ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６ Ｃ ７

Ｃ ８ Ｃ ９

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ５ Ｃ ６

Ｃ ９

機械保全（設備診断作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ６ Ｃ ８ Ｃ １０ Ｃ １８ Ｃ １９

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ３ Ｃ ５ Ｃ ８

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ６ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ３

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ６１ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ６ Ｂ ７ Ｃ ８

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｂ ２ Ｂ ５

２級
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１８９



受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 ９

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １８ Ｂ ２

Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 １０ Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ６

Ｂ ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４

Ｂ ５ Ｂ ７

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

強化プラスチック成形（積層防食作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５

石材施工（石材加工作業）

１級

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号
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受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ｃ １

パン製造（パン製造作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

菓子製造（洋菓子製造作業

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

菓子製造（和菓子製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ６ Ｃ １

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ｃ ２ Ｃ ４

２級

受 検 番 号

Ｄ １

かわらぶき（かわらぶき作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ｃ １ Ｃ ２
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２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ｃ １

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ｂ ２ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ５

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

配管（プラント配管作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ｃ ２

Ｃ ８

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級
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１９２



受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ｂ ２ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ １

防水施工（アスファルト防水工事作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（合成ゴム系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｄ １ Ｄ ２

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

２級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ３ Ｂ ６

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １３

Ａ甲 １５ Ａ甲 ２０ Ｂ １ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ５ Ｃ ２ Ｃ ３

機械・プラント製図（プラント配管製図作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ４

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

放置車両確認事務の委託

� 委託業務及び予定数量

放置車両確認事務 ５０６ユニット×日

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託業務履行期間

平成１８年６月１日から平成１９年５月３１日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県松山東警察署管轄区域

� 入札方法

入札金額は、基本ユニット／日当たりの単価を記載す

ること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８

年度及び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 開札の日において、道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第５１条の８第１項に基づく愛媛県公安委員会の登録

をうけていること。（ただし、道路交通法第５１条の９に

基づく愛媛県公安委員会の適合命令を受けており、当該

命令に必要な措置をとっていないと認められる法人を除

く。）。

� 開札の日において、道路交通法第５１条の１３第１項に基

づく駐車監視員資格者証保有者を６名以上雇用している

こと。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３２

� 入札書の受領期限

平成１８年４月７日（金）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付時期

公告の日から平成１８年４月６日までの執務時間中

イ 交付場所

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年４月７日（金）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参

加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を知事に

提出し、入札参加資格の確認を受けること。申請書は、

持参して提出することとし、郵便等又は伝送によるもの

は、受け付けない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受付時期

平成１８年３月１４日（火）から３月３０日（木）までの

執務時間中

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した契約を履行できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｂ １

Ｃ １ Ｃ ２
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年３月１４日 印刷
平成１８年３月１４日 発行
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